
◎構造改革特別区域法の一部を改正する法律 
（平成一九年三月三一日法律第一四号）   

一、提案理由（平成一九年三月九日・衆議院内閣委員会） 

○渡辺国務大臣 このたび、政府から提出いたしました地域再生法の一部を改正する法

律案及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の二法案について、その提案理由

及び内容の概要を御説明申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、構造改革特別区域法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容

の概要を御説明申し上げます。 

 構造改革特区は、地方や民間が自発的に構想を立案し、それぞれの地域の特性に応じ

た規制の特例を導入することにより、構造改革をさらに加速させるための突破口となる

ものであり、同時に、地域の活性化の手段となるものであります。これまで、構造改革

特区推進本部においては、全国から提案募集を行い、規制の特例措置を決定してまいり

ました。さらに、構造改革特区法が施行されてから五年目を迎えることから、同法附則

第二条を踏まえ、所要の検討を行ってまいりました。 

 今般、この検討結果に基づき、構造改革特区法の改正が必要なものについて所要の措

置を講ずるとともに、昨年六月に実施した提案募集等を踏まえ、新たに、地方自治法の

特例及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の特例を追加すること等を通じ、経

済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図るため、この法律案を提出する

次第であります。 

 この法律案の概要を申し上げますと、 

 第一に、内閣総理大臣は、定期的に、新たな規制の特例措置の整備等に係る提案を募

集することを、法律に位置づけることといたしております。 

 第二に、構造改革特区計画の認定申請期限とされている平成十九年三月三十一日を、

平成二十四年三月三十一日まで延長することといたしております。 

 第三に、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長等は、内閣総理大臣の認定を受

けた構造改革特区計画に係る事業の実施に関し、許可等の処分を求められたときは、そ

の事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものといたしております。 

 第四に、政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の構造改革特

区法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと

いたしております。 

 第五に、地方自治法の特例として、内閣総理大臣の認定を受けた構造改革特区におい

ては、都道府県が、条例による事務処理の特例により市町村が処理することとした事務

に関し、市町村と国とが行う協議等については、都道府県を経由せず行うことができる

こととしております。 

 第六に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の特例として、内閣総理大臣の認



定を受けた構造改革特区においては、地方公共団体の教育委員会が管理し、及び執行し

ている学校施設の管理及び整備に関する事務を、地方公共団体の長が行うことができる

こととしております。 

 以上が、地域再生法の一部を改正する法律案及び構造改革特別区域法の一部を改正す

る法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いを申し上げます。 

二、衆議院内閣委員長報告（平成一九年三月一六日） 

○河本三郎君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、内閣委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、両法律案の概要について申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、構造改革特別区域法の一部を改正する法律案は、地域の特性に応じた規制の特

例を導入することにより、経済社会の構造改革をさらに推進するとともに地域の活性化

を図るため、所要の措置を講ずるものであります。 

 その主な内容は、 

 第一に、内閣総理大臣は、定期的に、新たな規制の特例措置の整備等に係る提案を募

集することを法律に位置づけることとしております。 

 第二に、構造改革特別区域計画の認定申請期限を平成二十四年三月三十一日まで延長

することとしております。 

 第三に、地方自治法の特例及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の特例につ

いて規定することとしております。 

 両案は、去る三月九日本委員会に付託され、同日渡辺国務大臣から提案理由の説明を

聴取した後、質疑に入り、本日質疑を終局いたしました。質疑終局後、討論を行い、採

決いたしましたところ、両案は賛成多数をもっていずれも原案のとおり可決すべきもの

と決した次第であります。 

 なお、構造改革特別区域法の一部を改正する法律案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一九年三月一六日） 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 

一 「三歳未満児に係る幼稚園入園事業」の全国展開に当たっては、特別区域事業の評

価において、満三歳児以上と同様の集団的な教育が二歳児についてはなじまないとの結

論が得られたことにかんがみ、一人一人の園児の発達段階に応じた受入れが適切に行わ

れるよう、十分に配慮をすること。 

二 三歳未満児に係る幼稚園での子育て支援としての受入れ形態について、保育所等に

おける子育て支援機能と重複する面が存在することにかんがみ、保育所・認定こども園

との関係で保護者や現場に混乱を生じさせないよう、適切な措置を講じること。 



三、参議院内閣委員長報告（平成一九年三月二八日） 

○藤原正司君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、内閣委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、構造改革特別区域法の一部を改正する法律案は、経済社会の構造改革を推進す

るとともに地域の活性化を図るため、構造改革特別区域計画の認定申請の期限を延長す

る等の措置を講ずるほか、構造改革特別区域に係る法律の特例に関する措置として、条

例による事務処理の特例に係る事務の合理化事業及び地方公共団体の長による学校施設

の管理及び整備に関する事務の実施事業に関する措置の追加等を行おうとするものであ

ります。 

 委員会におきましては、二法律案を一括して議題とし、地域再生計画の認定状況と現

状評価、地域再生協議会設置の趣旨、再チャレンジ支援寄附金税制の対象の明確化、規

制の特例措置の増加に向けた担当大臣の権限強化、株式会社立大学における事業実施の

問題点、三歳未満児の幼稚園受入れにおける基準作成の必要性等について質疑が行われ

ましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 昨日、質疑を終わり、順次採決を行った結果、地域再生法の一部を改正する法律案は

多数をもって、構造改革特別区域法の一部を改正する法律案は全会一致をもって、いず

れも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 なお、構造改革特別区域法の一部を改正する法律案に対し五項目から成る附帯決議を

行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一九年三月二七日） 

 政府は、本法の施行に当たり、抜本的な規制改革及び地方分権の推進の観点から次の

諸点に留意し、適切な措置を講ずべきである。 

一、今後とも、本法に基づき講じられた規制の特例措置につき、評価委員会の評価を経

て全国的に展開すべきとの結論に達した場合には、速やかに所要の措置を実施し、規制

の特例措置が特定地域の既得権益とならないよう十分な配慮を行うこと。 

二、近時、提案に基づき構造改革特別区域において講じられる規制の特例措置あるいは

全国において実施される規制改革事項が減少する一方、民間事業者等からの規制の特例

措置の提案数の割合が高まっている状況を踏まえ、特に民間事業者等からの提案がより

規制改革に反映されるよう、構造改革特別区域推進本部等においては、規制所管省庁と

の調整を一層強力に行い、規制改革が進展するよう努めること。 

三、規制の特例措置に基づく事業実施の件数が一定以上確保されない場合、当該特例措

置についての評価が困難であることにかんがみ、特例措置を定めるに当たっては、相当

数の参入が見込まれるような条件整備を行うこと。 

四、「三歳未満児に係る幼稚園入園事業」の全国展開に当たっては、評価において、二



歳児については満三歳児以上と同様の教育はなじまないとの結論が得られたことにかん

がみ、一人一人の発達段階に応じた受入れが適切に行われるよう十分に配慮するととも

に、当該全国展開が保育所等における子育て支援機能と重複する面が存在することから、

保育所・認定こども園との関係で保護者や現場に混乱を生じさせないよう適切な措置を

講ずること。 

五、規制の特例措置の相当数が国と地方公共団体との関係調整に係るものであることを

踏まえ、今後とも、一層の地方分権の推進を図ること。 

  右決議する。 


